
Q15 追加給付金の請求はいつまでに行えばよいですかo

く筈J

追加給付金については.t請求される方が痘状が逸行したことを
知った日からt 3年以内に請求していただくことが必要ですo
なおヰ追加給付金は1給付金が支給された後1 0年以内に痘状

が進行した場合に支絵されるものですo

Q16 給付金の請求はどのように行えばよいですかo

亡答j

以下の書類を提出して勺独立行政法人医薬品医療機器総合機構
に請求していただくことになっていますo

O製剤投与の事実,甲果関係,症状を証明する和解調書等の
正本又は謄本

el給付金支給請求書く洪I
Ql住民票の写しその他の給付金支給請求書に記載した事実を
証明する書類

- 年お二JX印の用紙は,.働立行政法人医薬晶医療機器総合機構に
備え付けていますoまたへ.同機構のホ-ムペこジからもダウシロ
-ドして使虎することができますロ
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